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お知らせ

記号の見方　　…日時　　…場所　　…内容　　…対象者　　…定員　　…費用　　…申込日 儡所 定対 申

野
木
町
プ
レ
ミ
ア
ム
商

品
券
は
２
月
末
で
使
え

な
く
な
り
ま
す
！

問
産
業
課
　
　
　
撒（
５７
）４
１
５
３

　
野
木
町
商
工
会
撒（
５５
）２
２
３
３

　
昨
年
１０
月
に
発
売
し
た
、
野
木
町

プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
の
有
効
期
限
は
、

平
成
２９
年
２
月
２８
日（
火
）ま
で
と
な

っ
て
い
ま
す
。
有
効
期
限
を
過
ぎ
ま

す
と
使
え
な
く
な
る
の
で
、
お
早
め

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
商
品
券
は
町
内
約
１
０
０
の
取
扱

店
に
て
ご
利
用
で
き
ま
す
。
取
扱
店

一
覧
は
、
野
木
町
商
工
会
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ（h

ttp
:/
/
n
o
g
i.s
h
o
k
o
k
a
i-

to
c
h
ig
i.o
r.jp

）
に
掲
載
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

農
業
用
免
税
軽
油
に
係

る
申
請
に
つ
い
て

問
栃
木
県
税
事
務
所
軽
油
引
取
税
調
査
担
当
　

　
撒
０
２
８
２（
２３
）６
８
８
２

　
農
業
委
員
会
事
務
局
撒（
５７
）４
１
０
９

　
　
　
　（
耕
作
証
明
書
に
つ
い
て
）

　
栃
木
県
で
は
、
毎
年
１
月
に
、
農

業
用
の
軽
油
引
取
税
免
税
証
を
一
括

し
て
交
付
し
て
お
り
ま
す
。
今
年
度

も
昨
年
度
と
同
じ
く
、
野
木
町
役
場

（
新
館
１
階
中
会
議
室
）で
申
請
を
受

け
付
け
ま
す
。
受
付
日
時
等
は
以
下

の
と
お
り
で
す
の
で
、
交
付
を
希
望

す
る
方
は
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

持
ち
物

奥
免
税
軽
油
使
用
者
証

芋
印
鑑

鰯
免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報

　
告
書
（
新
規
申
請
以
外
の
方
）

　（
納
品
書
又
は
領
収
書
を
添
付
、写

　
し
で
も
可
。未
使
用
の
免
税
証（
原

　
本
）を
添
付
。）

允
使
用
者
証
更
新
手
数
料
４
２
０
円

　（
新
規
申
請
及
び
使
用
者
証
更
新

　
の
場
合
）

印
耕
作
証
明
書
（
新
規
申
請
及
び
耕

　
作
面
積
が
変
更
に
な
っ
た
場
合
）

　
使
用
者
証
更
新
の
み
の
場
合
、
耕

　
作
証
明
は
不
要
で
す
。

注
意
事
項

①
新
規
申
請
及
び
交
付
数
量
の
見
直

　
し
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
免
税
証

　
の
交
付
は
後
日
に
な
り
ま
す
。

②
新
規
申
請
及
び
免
税
機
械
の
追
加

　
や
入
替
え
を
さ
れ
る
方
は
、
機
械

　
を
取
得
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

　
書
類（
契
約
書
・
納
品
書
・
領
収

　
書
等
）
を
持
参
す
る
か
、
機
械
の

　「
メ
ー
カ
ー
名
」「
型
式
」「
馬
力
」を

　
メ
モ
等
に
控
え
て
き
て
く
だ
さ
い
。

③
国
税
及
び
地
方
税
の
滞
納
処
分
を

　
受
け
ら
れ
た
方
は
、
処
分
解
除
の

　
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
な
け
れ
ば

　
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

公
共
下
水
道
へ
の

接
続
を
お
願
い
し
ま
す

問
上
下
水
道
課
撒（
５７
）４
１
４
７

　
産
業
課
撒（
５７
）４
１
５
２

　
下
水
道
管
が
整
備
さ
れ
た
区
域
で

は
、
公
共
下
水
道
に
接
続
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
未
接

続
の
世
帯
等
は
、
速
や
か
に
接
続
を

し
て
く
だ
さ
い
。
接
続
工
事
は
、
町

の
指
定
を
受
け
た
指
定
工
事
店
に
依

頼
し
て
く
だ
さ
い
。

下
水
道
使
用
料
及
び

農
業
集
落
排
水
使
用
料

　
�
井
戸
水
を
使
用
の
方
へ
�

　　
公
共
下
水
道
及
び
農
業
集
落
排
水

を
使
用
の
場
合
、
使
用
人
数
１
人
に

つ
き
１
か
月
６
立
方
メ
ー
ト
ル
で
算

定
し
ま
す
。

　
使
用
を
始
め
て
か
ら
変
更
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
か
。
使
用
料
を
算
定
す
る

基
準
に
な
り
ま
す
の
で
、
次
の
よ
う

な
と
き
は
、届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
使
用
人
数
に
変
更
が
あ
る
と
き

※
新
た
に
上
水
道
を
使
用
す
る
と
き

芝
焼
き
の
実
施
に
つ
い
て

問
Ｊ
Ａ
お
や
ま
米
麦
課

　
撒
０
２
８
５（
３３
）４
３
２
２

　
産
業
課
　
　
　
撒（
５７
）４
１
５
１

　　
越
冬
病
害
虫
防
除
の
た
め
、
田
周

辺
の
芝
焼
き
を
実
施
し
ま
す
。
実
施

す
る
区
域
は
、
自
治
会
内
回
覧
に
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

実
施
主
体
　
地
区
防
除
協
議
会

日
１
月
28
日（
土
）
１０
時
～
１２
時

予
備
日
　

　
２
月
４
日（
土
）１０
時
～
１２
時

※
天
候
に
よ
り
延
期
の
場
合
に
は
、  

　
予
備
日
と
な
り
ま
す
の
で
ご
了
承

　
願
い
ま
す
。

　

　

受付日 受付時間・対象地区 受付会場

１月２３日
（月）

９時３０分～
　１１時３０分
友沼学区
（松原含む）

１３時～１５時
南赤塚学区
（丸林西含む） 野木町役場

新館 1階
中会議室

１月２４日
（火）

9時 30分～11時 30 分
13 時～15時
野木学区、佐川野学区

※朝一番、午後一番の時間帯は混雑します。
※�更新手数料４２０円は、つり銭の無いようお願いします。
※�上記の期日に申請することが難しい場合は、県税事務
所にお問い合わせください。

受付日、受付時間、対象地区および受付会場

容




